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しょうゆの価格改定について

　

記

１．対象商品 しょうゆ（しょうゆ加工品含む）４１アイテム

２．改定時期 令和４年３月１日（火）納入分より

３．改定内容 希望小売価格で約５～７％の価格改定（価格引き上げ）

以 上

■リリースに関するお問い合わせ先

ヒガシマル醬油㈱　総務部（松尾美保・片牧亨）

TEL：0791-63-4567（代表）　FAX：0791-63-3407　〒679-4167　兵庫県たつの市龍野町富永100-3

　当社では平成２０年４月のしょうゆの価格改定以来、約１３年にわたって現行価格を維持し

てまいりました。しかしながら、大豆・小麦等の穀物原料価格の高騰、また原油高の影響によ

る容器資材や物流費の上昇は企業努力の限界を超え、現行価格の維持は大変困難な状況となっ

ております。

　つきましては、ここにやむを得ず令和４年３月１日（火）納入分より、しょうゆ（しょうゆ

加工品含む）の価格改定を実施することといたしました。

　今後も経営努力を重ね、品質向上、安定供給に更に努力してまいる所存でございます。

　ヒガシマル醬油株式会社（本社：兵庫県たつの市、社長：竹内宏平）は、令和４年３月１日
（火）納入分より、しょうゆ（しょうゆ加工品含む）の価格を下記の通り改定いたします。


